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回 覧 
                           ユーカリが丘二丁目自治会 

 

令和 4 年度第２回（５月１４日） 定例会議事録 

 

日  時  ５月 14 日（土）15：00～16：00     

会  場  第 2 集会所 

出  席  役員 15 名（会長、副会長 A・B、書記 A・B、会計 A・B、総務 A・B、 

環境 A・B、文化部４名） 

      各ブロック長 3 名（A：本堂、Ｂ：白石、Ｄ：海谷） 

      オブザーバー：小網様（まちを守る会）、保谷様（民生委員） 

      議事録作成：書記 A 

 

〈会長・郡〉 

・回覧 「二・三丁目集会所のプライベートでの使用中止のお願い」について。 

前期は中止。後期は状況を見て検討する。 

・民生委員について：３年ごとに改選。人選などは自治会の役割なので、協力お願い。 

防犯カメラの保険について 

・町内に 2 台。（読売新聞の角、萱橋公園） 

・保険料を自治会活動保険契約先のプランシーア（株）にて見積もり。 

・2 台 60 万円の防犯カメラの保険料→年間 4,300 円 

・不測かつ突発的な事故による損害を補償（火災、落雷、風災、雹害、雪災，盗難等）」 

・機器本体については 7 年間のメーカー保証があるが、それ以外の補償。 

年間 4300 円は適切な額と判断し、保険加入を役員会で決めた。 

《質疑》 

Ｑ：防犯カメラはどこに設置するのか？ 

Ａ：新規ではなく、以前からのものが 2 か所に設置されている。 

Ｑ：カメラ設置の目的は何か。 

Ａ：（「まちを守る会」小網）事故の場合もあるが、パトロールしている「まちを守る会」

の平均年齢は 78 歳。会員も減少傾向。2 丁目は自転車盗難が年に 1 回あるくらい

だが、この先を見据え、防犯カメラは犯罪の抑制のため。パトロールの補完として

まず 2 台入れた。 

Ｑ：モニタリングはどのようになっているか？ 

A：エンドレス録画で、モニタリングは通常していない。警察から要求があった場合、

会長か副会長の承認を経て、警察に画像を渡す。（画像は一定期間保存され更新さ

れていきます。） 
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 〈副会長 A・鵜野〉 

・ユーカリ祭りの会議の報告 → 今年のユーカリ祭りは中止。 

参加分担金一世帯 600 円は徴収しない。 

備品倉庫建て替え工事負担金 1 世帯 100 円、合計 44,400 円は 6 月中に振り込む。 

  

〈副会長 B・木谷〉 

・二丁目自治会ＨＰのパスワードについて  

専用ページは二丁目自治会の過去の記録やいろんな記事がアップされているので、ぜひ

ご覧頂きたい。パスワードは機会あるごとにお知らせする。取扱いは慎重に願いたい。 

・守る会の夕方パトロールへの参加のお願い。ぜひご参加ください。 

   月・水・金・土  約 30 分間 3 つのコース 

4 月～9 月：17:00～、10 月～3 月：16:00～ ユーカリが丘郵便局前集合 

  

〈書記 B・吉野〉 

・前期会報（第 78 号）の各班配布、回覧のお願い：ブロック長に回覧をお願いした。 

今年から全戸配布ではなく、回覧にした。随時 HP を活用して欲しい。 

 

〈会計 B・鈴木〉 

・来月の定例会で、自治会費の集金の説明をする。 

  

〈総務 A・鈴木〉 

・会員名簿を班長に渡して欲しい。（9 月末、前期から後期へ引き渡す） 

・会員数 4 月末現在   445 名 

・資料 「会員名簿」  班長 24 名分 

 

〈環境 A・川本〉 

・ごみゼロ運動 →不参加。市への申請タイミングと役員会での議論の時間が十分に取れ

ないこと、世情を鑑みて決定 

・佐倉市公園緑地課の所管 

公園の草刈り：南公園は年 4 回、萱橋・古山公園は年 3 回。4 月に光陽が落札受託。 

1 回目 5 月 19，20 日。2 回目 8 月、3 回目 9～10 月 

公園清掃：守る会が月 1 回の清掃を中止した。（これを光陽が月 1 回行う） 

 

〈環境 B・宇加治〉 

・回覧 「集会所清掃休止のお知らせ」 

・集会所の木の剪定・伐採・消毒の実施。光陽に見積もりを取ったが、額が高いので、他
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の業者にも見積もりをお願いする予定。 

〈文化部〉 

・コロナ禍のため、予算が例年の 40 万円から 20 万円に減額。 

・夏休みラジオ体操をまちを守る会と子ども会に協力して実施する。詳細は後日。 

  

〈民生委員・保谷〉 

・今年改選。3 期務めたので、新しい方にお願いしたい。 

・民生委員の仕事の説明：千葉県の非常勤特別職。母子家庭、高齢者、生活保護等さまざ

まな相談事の窓口であり、行政に繋ぐ役目。県と市から毎月手当はあるが、登録料など

を考えると、基本的にボランティア。 

75 歳以上の高齢者名簿や安全安心キットを市から預かり、対象者に渡す。 

避難行動要支援者名簿（連絡先と避難先を記載）を預かっている。 

歳末助け合い募金を年末に配分先に届ける。 

社会福祉協議会など行政側との会議が月 1 回、第 2 土曜 9 時半から。 

 

〈「まちを守る会」小網〉 

・防災訓練では、市が地震体験車を出す。 

コミセンは使用基準により、飲食ができないため、アルファ米を持ち帰って頂く。 

・会員の高齢化対策として、新規募集をかけたところ、中学生も入ってくれた。防犯だけ

でなく、防災にも力を入れたい。→学習会も予定している。 

・イオンを会場にした防災訓練を 10 月 24 日の週でやりたい。換気が良くないので 30 人

程度が限界 

・6 月 4 日に班長全員が集まるので、次回定例会で再度説明。 

・会則はあるが、「ご近所力」でやっていきたい。 

  

〈副会長 B・木谷〉 

子ども会資源回収

（4/27 実施） 

※4 月 小竹小にベルマークを寄付。 

 たくさんのご協力ありがとうございます。今後も宜しくお願いいたします。 

 

次回定例会は 6 月 4 日（土）  詳細は 5 月２1 日（土）に定例会通知配付 

  

＜広報委員会＞ 感染対策、自治会役員の引継ぎが充分に行われている為、中止。 

                                      以上 

  2022.5.16 書記 A 

年 月  合計 前年同月（kg・円） 

２０２２年 4月 重さ（kg） 2,370 2,540 

金額（円） 5,640 4,130 


